
（継続）バイオマスタウンモデルプラン作成調査分析事業

【 ４１（４４）百万円】

対策のポイント
市町村における地域の特性や実状に応じたバイオマスタウン構想の円滑

な策定を促すため、バイオマスタウン構築を推進するための指針となるバ

イオマスタウンのモデルプランを作成します。

（バイオマスとは）

・ 「バイオマス」は です。代表的なもの動植物から生まれた再生可能な有機性資源

に家畜排せつ物や生ごみ、木くず、もみがらがあります。

（バイオマスタウンとは）

総合的な利用シス・ バイオマスの発生から利用までが効率的なプロセスで結ばれた

のことです。テムを有する市町村

政策目標

平成２２年度までにバイオマスタウンを３００程度構築○

＜内容＞
１．バイオマスの利用可能性調査

バイオマスタウンの構築を意図する地域から、バイオマスの利活用タ

イプごとに代表的な地域を選定し、当該地域における利用可能なバイオ

マスの賦存量や需要等の利用可能性調査を実施します。

２．バイオマスの利用実態、利用技術及び先進事例調査

先行するバイオマスタウンの取組、研究機関等における先進技術及び

海外におけるバイオマス利活用の先進事例を調査します。

３．バイオマスタウンモデルプラン作成

、 、１及び２の調査を踏まえ バイオマスタウンのモデルプランを作成し

バイオマスタウン構築を推進するための指針とします。

公募により選定された民間企業等＜事業実施主体＞

平成１８年度から平成１９年度＜事業実施期間＞

［担当窓口課：大臣官房環境政策課資源循環室（０３－３５０２－８４６６（直 ］））


